
 

資料１-２ 

国

の

取

組 ※スポーツ庁・文化庁 新たなガイド
ラインの骨子（案）のポイント 抜粋 

市

の

取

組 

≪区 分≫ 

目 標 

≪学 校≫ 

≪地 域≫ 

・運営体制 

・実施団体 

・準備期間、試行 

・段階的な地域移行 

・休日の部活動の地域移行・地域展開 

・地域クラブ運営体制の検討 

令和５年度～７年度 令和８年度～10年度 令和 11 年度～13 年度 

・更なる地域展開の推進 

・地域クラブ運営体制の整備 

・移行に向けた調整 

・保護者への説明 ・休日の部活動は原則なし 

平日の部活動の継続（一部種目は地域へ） 

※一部種目の中体連大会の廃止、中体連大会の見直し 

・平日の部活動の地域連携、地域展開 

【教育委員会】 

・地域クラブ認定制度 

・地域クラブ補助制度  

【社会教育団体】 

・Ｒ6 17 クラブ 

・Ｒ7 20 クラブ（見込） 

  

【教育委員会➡運営組織へ】 

・地域クラブ指導者登録制度の検討 

・各種支援制度整備（就学支援 移動支援 活動調整） 

【社会教育団体】 

・20クラブ程度 

・部活動種目以外の選択肢の掘起こし 

・更なる連携と拠点化の検討  

【運営組織】 

・地域クラブ指導者登録制度の運用 

・平日も含めた活動支援の継続 

【社会教育団体】 

・20クラブ程度＋新たなメニュー 

・人材確保と育成 

・更なる連携と拠点化の検討  


